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『学習指導要領』の主な改訂内容 
 
 
１．学習指導要領とは 

 

  国が定める教育課程の基準であり、各学校での教育課程を編成・実施する際の一般 
的な方針や各教科の目標・内容等を示したもので、小学校、中学校、高等学校がその 
対象となっている。１９４７年（昭和２２年）に「試案」として初めて登場し、１９ 
５８年（昭和３３年）に文部省告示となり、ほぼ１０年ごとに改訂されている。 
平成１０年の学習指導要領（小・中学校）で『総合的な学習の時間』が導入され、 
本年２月には、基礎学力の向上を中心に１０年ぶりに改訂された。 

 
 
２．新学習指導要領のポイント 

 

（１）基本的な考え方 
  ○改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領の改訂 
○「生きる力」という理念の共有 
○基礎的・基本的な知識・技能の習得 
○思考力、判断力、表現力等の習得 
○確かな学力を確立するために必要な時間の確保 
○学習意欲の向上や学習習慣の確立 
○豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実 

 
（２）主な改善事項 
  ○言語活動の充実（読み書き、記録、説明、論述、討論など） 
  ○理数教育の充実（「エネルギー」「粒子」「生命」「地球」を柱とした内容の構造化） 
  ○伝統や文化に関する教育、道徳教育の充実 
  ○体験活動の充実（集団宿泊活動、自然体験活動、職場体験、施設見学など） 
  ○外国語教育の充実 
  ○社会の変化に対応した教育の充実（環境教育、情報教育、ものづくり、キャリア 

教育、食育、安全教育など） 
 
 
 
 



（３）各教科における主な拡充内容（エネルギー・環境関連の抜粋） 
区 分 小学校 中学校 

理  科 

（３年） 
・学習内容に「風の力」を追加。 
（４年） 
・「電気の働き」の中で、「乾電池の直

列つなぎと並列つなぎ」を扱うこと

を明記。 
（５年） 
・学習内容に「電磁石を活用した電流

の働き」を追加。 
（６年） 
・学習内容に「手回し発電機を使った

電気の利用」を追加。 

（第１分野） 
・学習内容に「仕事とエネルギー（仕事

と仕事率）」、「エネルギーの変換利用」

を追加。 
・「電流とその利用」の中で電力量の概念

を扱うこと、「原子の成り立ち」の中で

原子の構造を取り扱うことを明記。 
（第２分野） 
・学習内容に「自然環境の保全と科学技

術の利用」を追加。 

社 会 科 

（３・４年） 
・「飲料水、電気、ガス」の中で「節水

や節電など資源の有効利用」を扱う

ことを明記。 

（地理） 
・学習内容に「環境問題や環境保全を中

核とした考察」を追加。 
（公民） 
・学習内容に「持続可能な社会の形成の 
ための課題探求」を追加。 
（歴史） 
・「現代日本と世界」の中で、「石油危機

などの歴史的事象」を扱うことを明記。

家庭・技術 
（５・６年） 
・学習内容に「環境に配慮した生活の

工夫」を追加。 

（技術・家庭） 
・学習内容に「エネルギー変換に関する

技術」を追加。 

 
３．今後のスケジュール 

  平成２０年６月頃～  学習指導要領解説書発刊、周知、教科書編集 
  平成２１年４月    小・中学校での移行措置（先行実施）開始 
  平成２３年４月    小学校での新指導要領全面実施 
  平成２４年４月    中学校での新指導要領全面実施 
  ※高等学校の指導要領については、平成２０年度内に告示予定 

以 上 




